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2025 賃貸不動産経営管理士 講座説明会④ 

宅宅建建知知識識をフル活用！ 賃貸管理士メメリリハハリリ学学習習 

～共通科目を武器に合格を目指す～ 
 

一一  宅宅建建試試験験かからら賃賃貸貸試試験験はは 2288 日日後後！！素素早早いいススタターートトがが合合格格をを引引きき寄寄せせるる！！  
宅建試験の勉強を通じて身につけた学習習慣や試験感覚を、賃貸管理士試験に活かせるように勉強を続行

しましょう。スムーズに学習の移行ができるか否かが、合否を分けます！ 

 

  

  

  

 

  

二二  試試験験のの概概要要～～受受験験料料、、願願書書受受付付期期間間、、試試験験日日、、出出題題形形式式～～  

受験資格 なし 試験日時 11 月 16 日(日)13：00～15：00 

受験料 12,000 円 合格発表日 12 月 25 日（木） 

願
書 

配布 
8 月 1 日（金）～9月 18 日（木） 

PM12:00 まで   
出題形式 四肢択一のマークシート式 

受付 8 月 1 日（金）～9月 25 日（木） 試験構成 50 問を 2 時間で解答 

一部免除 

令和 6年度及び令和 7年度の賃貸不動産経営管理士講習（試験の一部免除）修了者は 5問免除 
 

※45 問を 2時間で解答 

※詳しくは「一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会ホームページ」をご確認ください。 

試験 

出題範囲 

イ 管理受託契約に関する事項 

ロ 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項 

ハ 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項 

ニ 賃貸住宅の賃貸借に関する事項 

ホ 法に関する事項 

へ イからホまでに掲げるもののほか、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項 
 

※問題中の法令等に関する部分は、令和 7年 4月 1 日現在で施行されている規定（関係機関による関連告示、通達等を含

む。）に基づいて出題する。 

 

【賃貸不動産経営管理士試験の直近 4年の受験者等データ】 

年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格基準点 

R 3 35,553 名 32,459 名 10,240 名 31.5% 40/50 点 

R 4 35,026 名 31,687 名 8,774 名 27.7% 34/50 点 

R 5 31,547 名 28,299 名 7,972 名 28.2% 36/50 点 

R 6 33,949 名 30,194 名 7,282 名 24.1% 35/50 点 

  

  

賃貸管理士試験 

願書〆 ９/25 (木) 

宅地建物取引士試験 

１０/19 (日) 

賃貸管理士試験 

11/16 (日) 

28 
日後 
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三三  宅宅建建学学習習者者ののたためめのの  超超短短期期  科科目目別別攻攻略略法法  
 

昨年の 2024（令和 6）年度試験を参考に得点戦略を練ってみると、このような感じになります。 

宅建士試験の復習の要素がある「賃貸借関係」から始めて、「管理受託」「サブリース」の内容→「管理実務・

金銭管理等」→「維持保全」と移行しましょう。 

 

分分野野・・科科目目  
22002244 年年度度

出出題題数数  

宅宅建建士士試試験験  

ととのの親親和和性性  
科科目目別別攻攻略略法法  

■■賃賃貸貸借借関関係係  

9 問 ◎◎ 

賃貸借関係に関しては宅建士試験

と範囲が重複しているところも多

いので、宅建士試験対策の学習がそ

のまま役立ちます。ただし、全体的

に難しい問題も出題されますので、

高すぎる目標を立てるより、過去問

の知識を中心に他に差をつけられ

ない勉強を心がけるようにしまし

ょう。また、賃貸住宅標準契約書に

ついても、一度目を通しておくとよ

いでしょう。 

 □賃貸借契約の成立と有効性 

□賃貸借の内容 

□譲渡・転貸 

□賃貸人の地位の移転 

□敷金 

□賃貸借の終了と更新 

□賃料の改定 

□定期建物賃貸借 

□賃貸住宅標準契約書 

□サブリース住宅標準契約書 

□抵当権付建物の賃貸借 

□破産との関係 

□賃貸借と使用貸借 

□保証 

□請負 

□委任 

□工作物責任 

□相続          等 

■■管管理理受受託託 

11 問 ○○ 

賃貸住宅管理業法の管理受託に関

する出題は、基本レベルの問題です

が、出題数が多く、平均正解率も高

くなっていますので、落とせない問

題です。用語の定義、登録、業務、

監督（罰則を含む）について、穴の

ない基本事項の理解に努めてくだ

さい。また、賃貸住宅標準管理受託

契約書については、一度目を通し、

素読しておくようにしましょう。 

 

□意義 

□管理業法（管理受託部分） 

□賃貸住宅標準管理受託契約書 等 
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分分野野・・科科目目  
22002244 年年度度

出出題題数数  

宅宅建建士士試試験験  

ととのの親親和和性性  
科科目目別別攻攻略略法法  

■■ササブブリリーースス 

7 問 ○○ 

賃貸住宅管理業法のサブリースか

らの出題は、基本レベルの問題です

が、過去問だけでなく模試等でさま

ざまな出題形式に対応できるよう

にしておくことをお勧めします。用

語の定義、業務、監督（罰則を含む）

について、基本事項を網羅的に理解

しておきましょう。また、特定賃貸

借標準契約書については、一度目を

通し、素読しておくようにしましょ

う。 

 

□管理業法（サブリース部分） 

□特定賃貸借標準契約書    等 

■■管管理理実実務務･･金金銭銭管管理理等等 

12 問 ◎◎～～△△ 

管理実務については、過去問を中心

に基本知識をチェックしましょう。

賃貸業への支援業務については、模

試等を利用して新しいテーマを扱

った問題に触れておきたいところ

です。また、会計（簿記）は、過去

問が少ないので、テキストで学習し

たうえで、模試等で問題を解く機会

を作ることをお勧めします。 

 □入居者の募集 

□建物管理 

□業務関連法令 

□金銭管理 

□賃貸不動産管理の意義と 

社会的情勢 

□賃貸不動産経営管理士の 

あり方 

□賃貸業への支援業務      等 

■■維維持持保保全全 

11 問 △△ 

テキストや過去問を利用して基本

知識を身につけるように心がけま

しょう。そのうえで、模試等を利用

して新しいテーマを扱った問題に

触れておきたいところです。過去問

の知識を中心に、基本事項の習得に

努め、あまり深入りしすぎないこと

をお勧めします。 

 □原状回復 

□建築系法令 

□建物 

□給水設備・給湯設備 

□排水・通気・浄化槽設備 

□換気設備 

□電気設備 

□ガス設備 

□消防用設備 

□昇降機設備等 

□維持・点検          等 

  計 50 問   

 

全 体 

苦手科目を作らないようにしましょう。まずテキスト等を通じて一通り偏りなく基本と

なる知識を身につけるように努めましょう。テキストと過去問を使った学習とともに、

模試や予想問題を解くなど問題演習をする時間を作るようにしましょう。 
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四四  宅宅建建業業法法とと賃賃貸貸住住宅宅管管理理業業法法のの比比較較  
 

11  用用語語  

宅建業法 賃貸住宅管理業法 

■宅地建物取引業者 

■宅地建物取引士 

■賃貸住宅管理業者 

■業務管理者 

■賃貸不動産経営管理士 

■管理業務 

 

22  宅宅地地建建物物取取引引士士  とと  賃賃貸貸不不動動産産経経営営管管理理士士  

宅地建物取引士 
賃貸不動産経営管理士 
（業務管理者として選任） 

■登録 

■重要事項説明 

■重要事項説明書への記名 

■契約書面への記名 

■登録 

■重要事項説明書の交付と説明の管理･監督 

■契約書面の交付の管理･監督 

重要事項の対象は 

売買契約、貸借契約 

重要事項の説明は 

管理受託契約、特定賃貸借契約 

 

３３  宅宅地地建建物物取取引引業業者者  とと  賃賃貸貸住住宅宅管管理理業業者者  

宅地建物取引業者 賃貸住宅管理業者 

■免許 

■従業者名簿 

■帳簿の備付け 

■標識 

■専任の宅地建物取引士の設置 

■登録 

■帳簿の備付け 

■標識 

■業務管理者の選任 

■委託者への定期報告 

■一括再委託の禁止 

■財産の分別管理 
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五五  宅宅建建士士とと賃賃貸貸管管理理士士のの過過去去問問比比較較  

【【““賃賃料料のの改改定定””““定定期期建建物物賃賃貸貸借借””のの問問題題】】  

 

[宅建士］ 2024 年 問 12 と ［賃貸管理士］ 2020 年 問 35／2019 年 問 13 

 

参考：『2025 年度 賃貸管理士 合格のトリセツ テキスト＆一問一答』“賃料の改定”“定期建物賃貸借”より 
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Ａ
と
賃
借
人
Ｂ
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３
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Ｃ
に
対
し
て
賃
借
人
で
あ
る

こ
と
を
主
張
で
き
る
が
，
契
約
②
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。

❷
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契
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Ｂ
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②
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❸
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。
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8正
解
肢
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❶
 
誤
 
引
渡
し
が
あ
れ
ば
，
賃
借
人
で
あ
る
こ
と
を
主
張
で
き
る
。

建
物
の
引
渡
し
が
あ
っ
た
と
き
は
，
建
物
賃
貸
借
の
登
記
が
な
く
て
も
，

そ
の
後
そ
の
建
物
に
つ
い
て
物
権
を
取
得
し
た
者
に
対
し
，
賃
借
人
で
あ
る

こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
借
地
借
家
法
31
条
）
。
こ
の
こ
と
は
，

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
の
場
合
で
も
，
普
通
建
物
賃
貸
借
契
約
の
場
合
で
も

変
わ
ら
な
い
。
よ
っ
て
，
本
肢
は
誤
り
。

❷
 
誤
 
特
約
が
あ
る
場
合
，
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
で
は
減
額
請
求
で
き

な
い
。
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
の
場
合
，
借
賃
の
改
定
を
行
わ
な
い
旨
の
特
約
を

定
め
て
い
る
と
き
は
，
賃
料
の
減
額
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
借
地

借
家
法
38
条
９
項
）
。
一
方
，
普
通
建
物
賃
貸
借
契
約
の
場
合
，
借
賃
の

改
定
を
行
わ
な
い
旨
の
特
約
を
定
め
て
い
る
と
き
で
あ
っ
て
も
，
賃
料
の
減

額
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
借
地
借
家
法
32
条
１
項
）
。
よ
っ
て
，

本
肢
は
誤
り
。
 

❸
 
正
 
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
の
賃
借
人
が
相
続
人
な
し
に
死
亡
し
た

場
合
に
お
い
て
，
そ
の
当
時
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
夫
婦
と

同
様
の
関
係
に
あ
っ
た
同
居
者
が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
同
居
者
は
，
原
則
と

し
て
，
建
物
の
賃
借
人
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
（
借
地
借
家
法
36
条
１

項
）
。
こ
の
こ
と
は
，
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
の
場
合
で
あ
っ
て
も
，
普
通

建
物
賃
貸
借
契
約
の
場
合
で
あ
っ
て
も
，
変
わ
ら
な
い
。
よ
っ
て
，
本
肢
は

正
し
く
，
本
問
の
正
解
肢
と
な
る
。

❹
 
誤
 
契
約
①
は
公
正
証
書
で
な
く
と
も
締
結
で
き
，
契
約
②
は
口
頭
で

も
締
結
で
き
る
。

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
の
締
結
は
，
公
正
証
書
等
の
書
面
や
電
磁
的
記
録

で
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
借
地
借
家
法
38
条
１
項
，
２
項
）
。
一
方
，
普

通
建
物
賃
貸
借
契
約
の
締
結
は
，書
面
を
要
し
な
い
。
書
面
で
契
約
し
，か
つ
，

正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
は
，
契
約
の
更
新
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
と
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
（
借
地
借
家
法
26
条
参
照
）
。
よ
っ
て
，

本
肢
は
誤
り
。
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不
合
格
者
正
解
率

65
.8
%



第
１
編
　
賃
貸
借
関
係

賃
料
の
改
定

20
20
年
度

問
35
出
題

重 要 度
Ｂ

 賃
料
の
増
減
額
請
求
に
関
す
る
次
の
記
述
の
う
ち
、
正
し
い
も
の
は
ど
れ
か
。

❶
　
普
通
建
物
賃
貸
借
契
約
の
約
定
に
「
賃
料
の
増
減
は
協
議
に
よ
る
」
と
の
記
載
が
あ
っ

た
場
合
、
協
議
を
経
な
け
れ
ば
、
貸
主
は
借
主
に
対
し
、
借
地
借
家
法
上
の
賃
料
増
額
請
求

を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

❷
　
貸
主
が
賃
料
の
増
額
を
請
求
し
借
主
が
こ
れ
を
拒
ん
だ
が
、
貸
主
の
請
求
を
認
め
た
裁

判
が
確
定
し
た
場
合
、
借
主
が
賃
料
の
不
足
額
を
支
払
う
に
あ
た
り
、
特
約
が
な
い
と
き
は
、

年
1
割
の
割
合
に
よ
る
支
払
期
後
の
利
息
を
付
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

❸
　
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
の
締
結
に
あ
た
り
、「
契
約
期
間
中
に
如
何
な
る
理
由
が
生
じ
て

も
賃
料
の
減
額
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
」
と
い
っ
た
特
約
は
無
効
で
あ
る
。

❹
　
借
主
が
賃
料
の
減
額
を
請
求
し
貸
主
が
こ
れ
を
拒
ん
だ
が
、
借
主
の
請
求
を
認
め
た
裁

判
が
確
定
し
た
場
合
、
貸
主
が
受
け
取
っ
た
賃
料
の
過
払
額
を
返
還
す
る
に
あ
た
り
、
民
法

の
定
め
る
法
定
利
率
に
よ
る
利
息
を
付
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

問
題 40

80
　
20
25
年
版
賃
貸
不
動
産
経
営
管
理
士
 合
格
の
ト
リ
セ
ツ
 過
去
問
題
集

1
回
目

2
回
目

3
回
目

◎
：
完
全
に
分
か
っ
て
き
た

◯
：
だ
い
た
い
分
か
っ
て
き
た

△
：
少
し
分
か
っ
て
き
た

 
 ：
全
く
分
か
ら
な
か
っ
た

学
習
日
/
/
/

手
応
え
■
■
■

全
問
◎
を

 目
指
そ
う
！

定
期
建
物
賃
貸
借
で
は
、

不
増
額
特
約
と
不
減
額
特
約
の
い
ず
れ
も
有
効
で
す
。

こ
こ
が

こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

❶
 
誤
　
建
物
の
賃
貸
借
契
約
の
当
事
者
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
建
物
の
借
賃
の
額
の
増
減
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
借
地
借
家
法
32
条
1
項
本
文
）。
ま
た
、
将
来
の
賃
料
は
当
事
者

が
協
議
し
て
定
め
る
旨
の
約
定
が
さ
れ
た
場
合
で
も
、
当
事
者
が
賃
料
増
減
の
意
思
表
示
前

に
あ
ら
か
じ
め
協
議
を
経
ず
、
ま
た
、
意
思
表
示
後
の
協
議
が
当
事
者
相
互
の
事
情
に
よ
り

進
ま
な
い
た
め
更
に
そ
の
協
議
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
賃
料
増
減
の
意
思
表
示

が
無
効
と
な
る
も
の
で
は
な
い
（
最
判
昭
56
.4
.2
0）
。
し
た
が
っ
て
、
本
肢
の
場
合
、
賃

料
増
額
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

❷
 
正
　
建
物
の
借
賃
の
増
額
に
つ
い
て
当
事
者
間
に
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
請
求
を
受

け
た
者
は
、
増
額
を
正
当
と
す
る
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
は
、
相
当
と
認
め
る
額
の
建
物
の

借
賃
を
支
払
う
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
（
借
地
借
家
法
32
条
2
項
本
文
）。
も
っ
と
も
、

そ
の
裁
判
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
既
に
支
払
っ
た
額
に
不
足
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

不
足
額
に
年
1
割
の
割
合
に
よ
る
支
払
期
後
の
利
息
を
付
し
て
こ
れ
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
同
条
項
た
だ
し
書
）。

❸
 
誤
　
定
期
建
物
賃
貸
借
に
お
い
て
、
借
賃
の
改
定
に
係
る
特
約
が
あ
る
場
合
に
は
、
借
賃
増
減

請
求
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
（
借
地
借
家
法
38
条
9
項
、3
2
条
1
項
）。
こ
れ
に
よ
り
、

定
期
建
物
賃
貸
借
で
は
、
不
増
額
特
約
と
不
減
額
特
約
の
い
ず
れ
も
有
効
で
あ
っ
て
、
そ
の

効
力
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
肢
の
よ
う
な
特
約
も
有
効
で
あ
る
。

❹
 
誤
　
建
物
の
借
賃
の
減
額
に
つ
い
て
当
事
者
間
に
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
請
求
を
受

け
た
者
は
、
減
額
を
正
当
と
す
る
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
は
、
相
当
と
認
め
る
額
の
建
物
の

借
賃
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
借
地
借
家
法
32
条
3
項
本
文
）。
も
っ
と
も
、

そ
の
裁
判
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
既
に
支
払
を
受
け
た
額
が
正
当
と
さ
れ
た
建
物
の

借
賃
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
過
額
に
年
1
割
の
割
合
に
よ
る
受
領
の
時
か
ら
の
利

息
を
付
し
て
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
項
た
だ
し
書
）。
借
地
借
家
法
の
定

め
る
利
率
に
よ
る
利
息
を
付
加
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
民
法
の
定
め
る
法
定
利
率

に
よ
る
利
息
を
付
加
す
る
の
で
は
な
い
。

81
　
20
25
年
版
賃
貸
不
動
産
経
営
管
理
士
 合
格
の
ト
リ
セ
ツ
 過
去
問
題
集

肢
別
解
答
率

肢
別
解
答
率

受
験
生
は

こ
う
答
え
た
！

正
解

２

正
解
率
5
0
%

❶
1
4
%

❷
5
0
%

❸
3
%

❹
3
3
%

難
易
度

普

第 １ 編　  賃 貸 借 関 係 賃 料 の 改 定



第
１
編
　
賃
貸
借
関
係

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
と
普
通
建
物
賃
貸
借
契
約
と
の
異
同
に
関
す
る
次
の
記
述

の
う
ち
、
正
し
い
も
の
は
い
く
つ
あ
る
か
。

ア
　
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
も
普
通
建
物
賃
貸
借
契
約
も
書
面
に
よ
り
締
結
し
な
け
れ
ば
、
有

効
な
契
約
と
な
ら
な
い
。

イ
　
契
約
期
間
が
1
年
未
満
の
場
合
、
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
も
普
通
建
物
賃
貸
借
契
約
も
、

い
ず
れ
も
期
間
の
定
め
の
な
い
賃
貸
借
契
約
と
な
る
。

ウ
　
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
で
は
、
一
定
の
期
間
、
賃
料
を
減
額
し
な
い
旨
の
特
約
（
不
減
額

特
約
）
は
有
効
で
あ
る
が
、普
通
建
物
賃
貸
借
契
約
で
は
こ
の
よ
う
な
特
約
は
無
効
で
あ
る
。

エ
　
借
主
か
ら
す
る
中
途
解
約
を
認
め
る
特
約
は
、
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
で
も
普
通
建
物
賃

貸
借
契
約
で
も
有
効
で
あ
る
。

❶
　
1
つ

❷
　
2
つ

❸
　
3
つ

❹
　
4
つ

問
題 46

定
期
建
物
賃
貸
借

20
19
年
度

問
13
出
題

重 要 度
Ａ

92
　
20
25
年
版
賃
貸
不
動
産
経
営
管
理
士
 合
格
の
ト
リ
セ
ツ
 過
去
問
題
集

1
回
目

2
回
目

3
回
目

◎
：
完
全
に
分
か
っ
て
き
た

◯
：
だ
い
た
い
分
か
っ
て
き
た

△
：
少
し
分
か
っ
て
き
た

 
 ：
全
く
分
か
ら
な
か
っ
た

学
習
日
/
/
/

手
応
え
■
■
■

全
問
◎
を

 目
指
そ
う
！

普
通
建
物
賃
貸
借
と
定
期
建
物
賃
貸
借
の
異
同
を

確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

こ
こ
が

こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

ア
 
誤
　
期
間
の
定
め
が
あ
る
建
物
の
賃
貸
借
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
公
正
証
書
に
よ
る
等
書

面
に
よ
っ
て
契
約
を
す
る
と
き
に
限
り
、
契
約
の
更
新
が
な
い
こ
と
と
す
る
旨
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
（
借
地
借
家
法
38
条
1
項
本
文
）。
他
方
、
普
通
建
物
賃
貸
借
は
、
当
事
者

の
一
方
が
あ
る
物
の
使
用
及
び
収
益
を
相
手
方
に
さ
せ
る
こ
と
を
約
し
、
相
手
方
が
こ
れ
に

対
し
て
そ
の
賃
料
を
支
払
う
こ
と
及
び
引
渡
し
を
受
け
た
物
を
契
約
が
終
了
し
た
と
き
に
返

還
す
る
こ
と
を
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
の
効
力
を
生
ず
る
（
民
法
60
1
条
）。
し
た
が
っ

て
、
普
通
建
物
賃
貸
借
契
約
は
、
口
頭
で
も
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
 
誤
　
契
約
期
間
が
1
年
未
満
の
場
合
、
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
は
、
そ
の
定
め
た
期
間
を
契
約

期
間
と
す
る
期
間
の
定
め
の
あ
る
賃
貸
借
契
約
と
な
る
の
に
対
し
（
借
地
借
家
法
38
条
1

項
後
段
）、
普
通
建
物
賃
貸
借
契
約
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
と
み
な
さ
れ
る
（
同
法

29
条
1
項
）。

ウ
 
正
　
賃
料
の
増
減
に
つ
い
て
、
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
は
、
特
約
が
あ
る
場
合
、
不
増
額
特
約

と
不
減
額
特
約
の
い
ず
れ
も
有
効
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
約
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
（
借
地
借

家
法
38
条
9
項
）。
他
方
、
普
通
建
物
賃
貸
借
契
約
は
、
不
増
額
特
約
は
有
効
で
あ
る
が
、

不
減
額
特
約
は
無
効
で
あ
る
（
同
法
32
条
1
項
）。

エ
 
正
　
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
は
、
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
の
賃
貸
借
で
そ
の
建
物
の
床
面
積

が
20
0㎡
未
満
で
あ
り
、
賃
借
人
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
、
契
約
期
間
中
の
中

途
解
約
を
認
め
て
い
る
（
借
地
借
家
法
38
条
7
項
）。
こ
れ
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
は
、

中
途
解
約
に
関
す
る
特
約
が
あ
れ
ば
そ
の
定
め
に
従
う
。
ま
た
、
普
通
建
物
賃
貸
借
契
約
は
、

中
途
解
約
特
約
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
定
め
に
従
う
。

以
上
よ
り
、
正
し
い
も
の
は
ウ
エ
の
2
つ
で
あ
り
、
本
問
の
正
解
肢
は
❷
と
な
る
。

93
　
20
25
年
版
賃
貸
不
動
産
経
営
管
理
士
 合
格
の
ト
リ
セ
ツ
 過
去
問
題
集

肢
別
解
答
率

肢
別
解
答
率

受
験
生
は

こ
う
答
え
た
！

正
解

２

正
解
率
5
9
%

❶
3８

%
❷
5
9
%

❸
3
%

❹
0
%

難
易
度

普

第 １ 編　  賃 貸 借 関 係 定 期 建 物 賃 貸 借



34
　
20
25
年
版
賃
貸
不
動
産
経
営
管
理
士
 合
格
の
ト
リ
セ
ツ
 テ
キ
ス
ト
＆
一
問
一
答

借借し
ゃ
く

賃賃ち
ん

増増ぞ
う

減減げ
ん

額額が
く

請請せ
い

求求き
ゅ
う

20
15
20
17
20
18
20
19
20
20

20
21
20
24

出
題

1 賃
料
に
つ
い
て
不
相
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
増
減
額
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
★
１
借
賃
の
増
減
額
請
求
に
つ
い
て
は
、
訴

訟
を
す
る
前
に
調
停
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
★
２
借
賃
増
減
請

求
権
は
、
相
手
方
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
通
知
は
書
面
で
は
な
く
口
頭
で
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

借
賃
増
減
請
求
を
判
断
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
の
は
、
借
賃
増
減

請
求
権
を
行
使
す
る
ま
で
の
事
情
で
す
。
す
な
わ
ち
、
借
賃
増
減
請
求

権
を
行
使
し
た
後
の
事
情
は
、考
慮
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

借
賃
増
減
請
求
権
の
行
使
後
に
物
件
の
価
値
の
増
加
や
減
少
が
あ
っ
て

も
、
そ
れ
は
考
慮
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

１
 増ぞ
う

額が
く

請せ
い

求きゅ
う

建
物
の
借
賃
の
増
額
に
つ
い
て
当
事
者
間
に
協
議
が
調
わ
な
い
と
き

は
、
そ
の
請
求
を
受
け
た
者
は
、
増
額
を
正
当
と
す
る
裁
判
が
確
定
す

る
ま
で
は
、
相
当
と
認
め
る
額
の
建
物
の
借
賃
を
支
払
う
こ
と
を
も
っ
て

足
り
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
裁
判
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
す
で

に
支
払
っ
た
額
に
不
足
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
不
足
額
に
年
１
割
の
割

合
に
よ
る
支
払
期
後
の
利
息
を
付
し
て
こ
れ
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

借
賃
増
減
請
求
権
の
対

象
は
賃
料
で
あ
り
、
敷

金
や
保
証
金
な
ど
の
預

託
金
に
つ
い
て
は
、
増

減
請
求
を
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

★
1 
講
師
か
ら

講
師
か
ら
ひ
と
言

ひ
と
言

調
停
の
申
立
て
を
す
る

こ
と
な
く
訴
え
を
提
起

し
た
場
合
、
そ
の
事
件

は
調
停
に
付
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
事
件
を
調
停

に
付
す
る
こ
と
が
適
当

で
な
い
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
調
停
に
付
さ

れ
ず
に
、
訴
訟
で
審
理

さ
れ
ま
す
。

★
2 
講
師
か
ら

講
師
か
ら
ひ
と
言

ひ
と
言

第
１
編
　
賃
貸
借
関
係

重
要
度
A

第
7章
賃賃ち

ん
ち

ん

料料り
ょ
う

り
ょ
う

のの
改改か

い
か

い

定定て
い

て
い

借
賃
増
減
額
請
求
に
つ
い
て
学
習
し
ま
す
。
特
約
の
部
分

を
中
心
に
学
習
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
訴
訟
す
る
前
に

調
停
を
行
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
点
に
も
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

学
習
学
習
ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト
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20
25
年
版
賃
貸
不
動
産
経
営
管
理
士
 合
格
の
ト
リ
セ
ツ
 テ
キ
ス
ト
＆
一
問
一
答

第 ７７ 章 賃 料 の 改 定賃 料 の 改 定

図
解

図
解

賃
貸
人

賃
借
人

増
額
請
求

家
賃

上
げ
る
よ
！

納
得

で
き
ま
せ
ん

２
 減げ
ん

額が
く

請せ
い

求きゅ
う

建
物
の
借
賃
の
減
額
に
つ
い
て
当
事
者
間
に
協
議
が
調
わ
な
い
と
き

は
、
そ
の
請
求
を
受
け
た
者
は
、
減
額
を
正
当
と
す
る
裁
判
が
確
定
す

る
ま
で
は
、
相
当
と
認
め
る
額
の
建
物
の
借
賃
の
支
払
い
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
裁
判
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、

す
で
に
支
払
い
を
受
け
た
額
が
正
当
と
さ
れ
た
建
物
の
借
賃
の
額
を
超

え
る
と
き
は
、
そ
の
超
過
額
に
年
１
割
の
割
合
に
よ
る
受
領
の
時
か
ら
の

利
息
を
付
し
て
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

図
解

図
解

賃
貸
人

賃
借
人

減
額
請
求

家
賃
下
げ
て

く
だ
さ
い
！

無
理
で
す
ね
…

増増ぞ
う

減減げ
ん

額額が
く

請請せ
い

求求き
ゅ
う

のの
特特と
く

約約や
く

20
15
20
17
20
19
20
20
20
21

出
題

2 特
約
が
あ
る
場
合
、
増
額
し
な
い
特
約
は
有
効
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

増
額
請
求
で
き
な
い
特
約
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
賃
貸
人
か

ら
増
額
請
求
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
減
額
し
な

い
特
約
は
基
本
的
に
無
効
と
な
り
ま
す
。
★
１
し
た
が
っ
て
、
減
額
請
求

で
き
な
い
特
約
が
設
定
さ
れ
て
い
て
も
、
賃
借
人
か
ら
減
額
請
求
を
す

る
こ
と
は
可
能
と
な
り
ま
す
。

後
述
す
る
定
期
建
物
賃

貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、

減
額
し
な
い
特
約
も
有

効
と
な
る
点
に
も
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

★
1 
講
師
か
ら

講
師
か
ら
ひ
と
言

ひ
と
言

第
1
編
●
賃
貸
借
関
係
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20
25
年
版
賃
貸
不
動
産
経
営
管
理
士
 合
格
の
ト
リ
セ
ツ
 テ
キ
ス
ト
＆
一
問
一
答

ま
た
、
建
物
賃
貸
借
契
約
の
約
定
に
「
賃
料
の
増
減
は
協
議
に
よ
る
」

と
の
記
載
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
当
事
者
の
協
議
を
経
ず
に
、
増
減
額

請
求
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
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20
25
年
版
賃
貸
不
動
産
経
営
管
理
士
 合
格
の
ト
リ
セ
ツ
 テ
キ
ス
ト
＆
一
問
一
答

第 ８８ 章 定 期 建 物 賃 貸 借定 期 建 物 賃 貸 借

定定て
い

期期き

建建た
て

物物も
の

賃賃ち
ん

貸貸た
い

借借し
ゃ
く

契契け
い

約約や
く （（
定定て
い

期期き

借借し
ゃ
っ

家家か

契契け
い

約約や
く

））
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19

20
20
20
21
20
22
20
23
20
24

出
題

1 １
 定て
い

期き

建た
て

物も
の

賃ち
ん

貸た
い

借しゃ
く 契け
い

約や
く

と
は

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
は
更
新
が
な
く
、
期
間
を
１
年
未
満
と
す
る

こ
と
も
可
能
な
も
の
で
す
。（
公
正
証
書
等
の
）
書
面
ま
た
は
電
磁
的
記

録
で
契
約
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
書
面
と
は
別
に
、
賃
貸
人
は
賃
借
人
に
対
し
て
「
こ
の

契
約
は
更
新
が
な
く
、
期
間
満
了
に
よ
っ
て
終
了
す
る
旨
」
を
、
書
面

を
交
付
し
て
ま
た
は
賃
借
人
の
承
諾
を
得
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供

し
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
通
常

の
借
家
契
約
と
な
り
ま
す
。

図
解
図
解

宅
建
業
者

賃
貸
人

賃
借
人

説
明

説
明

重
要
事
項

説
明
書

「
重
要
事
項
説
明
書
」
は

宅
建
業
者
に
交
付
義
務

が
あ
る
の
に
対
し
て
、

賃
貸
人
に
よ
る
説
明
書

の
交
付
は
賃
貸
人
の
義

務
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

宅
建
業
者
の
重
要
事
項

説
明
で
賃
貸
人
の
説
明

の
代
替
と
す
る
こ
と
は

原
則
と
し
て
で
き
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
宅
地
建

物
取
引
士
が
賃
貸
人
を

代
理
し
て
行
う
事
前
説

明
を
兼
ね
る
旨
を
記
載

し
た
重
要
事
項
説
明
書

を
交
付
し
、
か
つ
、
賃

貸
人
か
ら
代
理
権
を
授

与
さ
れ
た
宅
地
建
物
取

引
士
が
重
要
事
項
説
明

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

賃
貸
人
の
事
前
説
明
書

の
交
付
お
よ
び
事
前
説

明
を
兼
ね
る
こ
と
が
可

能
で
す
。

★
1 
講
師
か
ら

講
師
か
ら
ひ
と
言

ひ
と
言

説
明
書

契
約
書

★
1

第
１
編
　
賃
貸
借
関
係

重
要
度
Ａ

第
8章
定定て

い
て

い

期期きき

建建た
て

た
て

物物も
の

も
の

賃賃ち
ん

ち
ん

貸貸た
い

た
い

借借し
ゃ
く

し
ゃ
く

毎
年
出
題
さ
れ
る
分
野
で
す
。
普
通
の
建
物
賃
貸
借
と
の

違
い
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
、
終
身
建
物
賃
貸
借
契
約
や
取
壊
し
予
定
の
建
物
賃

貸
借
も
あ
わ
せ
て
学
習
し
ま
し
ょ
う
。

学
習

学
習
ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト
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20
25
年
版
賃
貸
不
動
産
経
営
管
理
士
 合
格
の
ト
リ
セ
ツ
 テ
キ
ス
ト
＆
一
問
一
答

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
で
は
、
一
定
の
期
間
を
定
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、「
賃
借
人
が
死
亡
す
る
ま
で
」
な
ど
不
確
定
な
期
限

を
定
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
を
結
ぶ

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

２
 終しゅ

う 了りょ
う 通つ
う

知ち

契
約
期
間
が
１
年
以
上
の
定
期
建
物
賃
貸
借
の
場
合
に
は
、
期
間
満

了
の
１
年
前
か
ら
６
カ
月
前
ま
で
の
間
に
、
賃
貸
人
か
ら
期
間
満
了
に
よ

る
賃
貸
借
の
終
了
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
終
了
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
定
期
建
物
賃
貸
借
の
場
合
に
は
、
賃
貸
人
の
正

当
事
由
は
不
要
で
す
。

図
解
図
解

通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

期
間
満
了

1
年
前

期
間
満
了

6
カ
月
前

な
お
、
契
約
期
間
が
１
年
以
上
の
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
で
、
期
間

満
了
に
よ
る
賃
貸
借
の
終
了
の
通
知
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、

通
知
の
日
か
ら
６
カ
月
経
過
後
に
終
了
し
た
こ
と
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

３
 再さ
い

契け
い

約や
く

と
中ちゅ

う 途と

解か
い

約や
く

契
約
期
間
が
終
わ
っ
た
ら
契
約
は
終
了
し
ま
す
が
、
再
契
約
を
す
る

こ
と
も
可
能
で
す
。
一
度
契
約
が
終
了
し
て
か
ら
の
再
契
約
な
の
で
、

保
証
人
が
い
る
場
合
に
は
保
証
も
再
契
約
が
必
要
で
す
し
、
宅
建
業
者

の
重
要
事
項
説
明
も
再
度
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
は
、
床
面
積
2
0
0
㎡
未
満
の
居
住

用
建
物
で
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
賃
借
人
か
ら
の
中

途
解
約
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
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20
25
年
版
賃
貸
不
動
産
経
営
管
理
士
 合
格
の
ト
リ
セ
ツ
 テ
キ
ス
ト
＆
一
問
一
答

第 ８８ 章 定 期 建 物 賃 貸 借定 期 建 物 賃 貸 借

４
 借しゃ

く 賃ち
ん

増ぞ
う

減げ
ん

額が
く

請せ
い

求きゅ
う

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
の
場
合
、
借
賃
の
増
減
額
請
求
を
し
な
い
旨

の
特
約
が
あ
れ
ば
、
借
賃
増
減
額
請
求
は
で
き
ま
せ
ん
。
普
通
の
賃
貸

借
と
は
異
な
り
、
定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
の
場
合
は
特
約
が
あ
れ
ば
減

額
請
求
も
で
き
な
い
点
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

５
 旧き
ゅ
う
ほ
う 法
と
の
関か
ん
け
い 係

平
成
12
年
３
月
１
日
の
前
（
改
正
借
地
借
家
法
の
施
行
前
）
に
締
結

さ
れ
た
居
住
用
建
物
の
普
通
建
物
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
人

と
賃
借
人
が
合
意
し
て
も
、
当
該
賃
貸
借
契
約
を
終
了
さ
せ
、
新
た
に

定
期
建
物
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
★
２

終終し
ゅ
う

身身し
ん

建建た
て

物物も
の

賃賃ち
ん

貸貸た
い

借借し
ゃ
く

契契け
い

約約や
く

20
15
20
16
20
22

出
題

2 終
身
建
物
賃
貸
借
契
約
も
（
公
正
証
書
等
の
）
書
面
ま
た
は
電
磁
的

記
録
で
契
約
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
賃
借
人
の
死
亡
ま
で
存

続
し
、
か
つ
賃
借
人
が
死
亡
し
た
と
き
に
終
了
す
る
契
約
で
す
。
原
則

と
し
て
、
賃
借
人
は
60
歳
以
上
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
同
居
で
き

る
の
は
配
偶
者
（
年
齢
不
問
）
ま
た
は
60
歳
以
上
の
親
族
の
み
で
す
。

図
解
図
解

居
住
O
K

60
歳
以
上

親
族

賃
借
人

年
齢
不
問

配
偶
者

居
住
用
で
は
な
い
建
物

（
事
務
所
、
店
舗
等
の
事

業
用
建
物
）
の
賃
貸
借

に
つ
い
て
は
、
普
通
建

物
賃
貸
借
の
契
約
の
締

結
時
期
を
問
わ
ず
、
定

期
建
物
賃
貸
借
へ
の
切

替
え
が
可
能
で
す
。

★
2 
講
師
か
ら

講
師
か
ら
ひ
と
言

ひ
と
言

第
1
編
●
賃
貸
借
関
係

40
　
20
25
年
版
賃
貸
不
動
産
経
営
管
理
士
 合
格
の
ト
リ
セ
ツ
 テ
キ
ス
ト
＆
一
問
一
答

終
身
建
物
賃
貸
借
契
約
の
対
象
と
な
る
賃
貸
住
宅
は
、
高
齢
者
住
ま

い
法
が
定
め
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
基
準
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

終
身
建
物
賃
貸
借
契
約
で
は
、
特
約
に
よ
り
借
賃
増
額
請
求
権
お
よ

び
借
賃
減
額
請
求
権
の
い
ず
れ
も
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

取取と
り

壊壊こ
わ

しし
予予よ

定定て
い

のの
建建た
て

物物も
の

賃賃ち
ん

貸貸た
い

借借し
ゃ
く

20
15
20
16

出
題

3 取
壊
し
予
定
の
建
物
賃
貸
借
契
約
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
法
令
ま
た
は
契
約
に
よ
り
一
定
期
間
経
過
後
に
建
物
を
取
り
壊
す

べ
き
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
、
建
物
を
取
り
壊
す
こ
と
に
な
る

時
に
建
物
賃
貸
借
契
約
が
終
了
す
る
旨
を
定
め
た
建
物
賃
貸
借
契
約
で

す
。
こ
の
契
約
は
、
建
物
を
取
り
壊
す
べ
き
事
由
を
記
載
し
た
書
面
に

よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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六六  宅宅建建試試験験後後のの超超短短期期合合格格ププラランンをを立立ててよようう！！  
 

10 月 19 日（日） R7 宅建士 本試験日 

10月 20日（月） ～ 10 月 26 日（日） 

【インプット+過去問 1回目】（賃貸借関係） 

前日の宅建士本試験の復習、賃貸管理士試験の「賃貸借関係」の過

去問題演習（過去問でどの箇所がどのように問われているかを確認

しながら） 

10 月 27 日（月）～11 月 2 日（日） 

【インプット+予想問題集】（管理受託・サブリース） 

「管理受託・サブリース」の知識をインプット（予想問題集でどの

箇所がどのように問われているかを確認しながら） 

【インプット+過去問 1回目】（管理実務・金銭管理等） 

「管理実務・金銭管理等」をインプット（過去問でどの箇所がどの

ように問われているかを確認しながら） 

11 月 3 日（月） ～ 11 月 9 日（日） 

【インプット+過去問 1回目】（維持保全） 

「維持保全」をインプット（過去問でどの箇所がどのように問われ

ているかを確認しながら） 

11月 10日（土） ～ 11 月 15 日（土） 過去問 2回目を行いながら、重要事項を総復習 

11 月 16 日（日） R7 賃貸管理士 本試験日 

 



ＬＥＣ東京リーガルマインド                                複製・頒布を禁じます 

 

- 14 - 

 

 

 

★ コ ー ス 割 引 の ご 案 内 ★ 

 

ＬＥＣは、充実した割引制度で経費面でも皆様を応援します。割引対象の方は、是非割引をご利用ください。 

★5 問免除講習受講者・9 月頃までに学習開始される方★ 

合合格格ススタタンンダダーードドココーースス（全 26 回） 

通信 Web 71,500 円（税込）随時配信・発送中 

★25 年度宅建士試験受験者・10 月頃までに学習開始される方★ 

合合格格ププラライイムムココーースス（全 16 回） 

通信 Web 52,800 円（税込）7月 31 日（木）より配信・発送 

通学 Web 52,800 円（税込）実施校にて 10 月下旬より開講 
※通学実施校：新宿エルタワー本校、渋谷駅前本校、横浜本校、梅田駅前本校 

 

割引名称 割引率 割引期間 対象講座コース 必要書類 

期間限定 

割引 

10％ off 8/1(金)～8/31(日) 合格 

スタンダード 

コース 
なし 

5％ off 9/1(月)～9/30(火) 

10％ off 8/1(金)～8/31(日) 合格 

プライム 

コース 5％ off 9/1(月)～10/19(日) 

 

割引名称 割引率 割引期間 対象者 必要書類 

再受講 

割引 
30％ off 

3/19(水) 

～ 

11/15(土) 

2024 年賃貸管理士合格各種コー

スを受講された方で解約をして

いない方 

過去の受講証 
 

※紛失された方

は、LEC にてお調

べします。 
ＬＥＣ受講生 

割引 
25％ off 

LEC 講座の累積お支払が 50,000

円以上の方（但し書籍代は除く） 

5 問免除者 

割引 

2025 年度試験の 5 問免除対象者

であることを証明できる方 

講習申込書・ 

修了証 

受験者 

割引 
20％ off 

宅地建物取引士、管理業務主任者、マン

ション管理士、賃貸不動産経営管理士、

ファイナンシャル･プランナー試験を受

験された方、受験申込みされた方 

本試験の 

受験を 

確認できる物 

宅建従業者 

割引 
15％ off 

宅建業に従事されている方また

は宅建業への就職内定が出てい

る方 

従業者証明書、 

社員証、内定通

知書 

※上記の割引は、いずれか１つが適用となります。他の割引と併用できません。         
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